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参考資料（調査）
現地開催事前アンケート調査結果

令令和和５５年年度度  地地方方公公務務員員ののメメンンタタルルヘヘルルスス対対策策のの推推進進にに関関すするる研研究究会会  

現現地地開開催催事事前前アアンンケケーートト調調査査結結果果  

【【概概要要】】  

・団 体 数：第２～４回研究会 現地開催県の市町村（１００） 

      【第２回】秋田県（２５）、【第３回】兵庫県（４１）、【第４回】高知県（３４） 

・対 象：首長部局 

・調査時点：令和５年８月１日 

 

【【調調査査項項目目】】  

１１．．メメンンタタルルヘヘルルスス対対策策にに関関すするる計計画画のの策策定定状状況況等等ににつついいてて  

〔〔全全団団体体共共通通〕〕  

図１  計画の策定の有無 .................................................................................................................. 110 
〔〔計計画画策策定定済済団団体体ののみみ回回答答〕〕  

図２  計画策定時の体制 .................................................................................................................. 110 

図３  計画策定の際に活用した相談先 .......................................................................................... 110 

図４  計画策定の際の相談内容 ...................................................................................................... 110 

図５  計画を策定することとなった理由 ...................................................................................... 110 

図６  計画の活用状況 ...................................................................................................................... 110 

図７  計画を策定したことによって生じた効果や課題、悩み、変化 ...................................... 110 
〔〔計計画画未未策策定定団団体体ののみみ回回答答〕〕  

図８  計画の策定予定の有無 .......................................................................................................... 111 
〔〔計計画画未未策策定定団団体体のの内内、、策策定定予予定定ののああるる団団体体ののみみ回回答答〕〕  

図９  計画の策定予定時期 .............................................................................................................. 111 

図１０ 計画策定についての考え、状況 .......................................................................................... 111 
〔〔計計画画未未策策定定団団体体のの内内、、策策定定予予定定ののなないい団団体体ののみみ回回答答〕〕  

図１１ 計画の策定が不要だと考える理由 ...................................................................................... 111 

２２．．メメンンタタルルヘヘルルスス対対策策にに関関すするる取取組組状状況況等等（（以以下下、、全全団団体体共共通通））  

図 12～18 現在のメンタルヘルス対策に関する取組内容 ....................................................111～113 

図１９ メンタルヘルスに関する取組における課題 ...................................................................... 114 

図２０ メンタルヘルスに関して、周辺の市町村や県庁との日頃の情報交換や 

相談等のやりとりについて .................................................................................................. 114 

図２１ メンタルヘルス研究会報告書、総務省からの助言通知及び 

メンタルヘルス対策に関する計画(例)について .............................................................. 114 
 
 
※本調査において対象とする「メンタルヘルス対策に関する計画（以下、本調査概要において「計画」という。）」
は、「予防及び早期発見・対応、メンタルヘルス不調者の療養中、メンタルヘルス不調者の職場復帰・再発防
止の各ステージに応じて、関係機関それぞれの役割と連携を明示」するなど、全庁的・計画的に継続して「関
係者でメンタルヘルス対策についての認識を共有し取り組むため」に策定したメンタルヘルス対策に関する
計画や基本的対応方針を指すものとし、名称は問わず、例えば「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
（平成 18 年厚生労働省策定、平成 27 年改正）に基づく「心の健康づくり計画」も含むこととしている。 

参考資料（調査）
現地開催事前アンケート調査結果
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参考資料（調査）
現地開催事前アンケート調査結果

【参考】 第２～４回研究会事前アンケート調査結果（確報値）

【計画策定時の体制】
【計画の策定の有無】

【計画策定の際に活用した相談先】 【計画策定の際の相談内容】

図２～７：図１で「策定済」と回答した団体
図１

図２

図３ 図４

1

• 計画策定団体のほとんどが、「安全衛生担当課・人事担当課が中心
となって策定」(15団体)している。

【図３、図４】
• 計画策定の際の相談先として、産業医や保健師などの「職場内産業保健スタッフへ相談」(14団体)との回答が大半であり、
「職場内産業保健スタッフ」への相談内容として、「計画に盛り込む内容」(11団体)、「推進体制」(9団体)との回答が多かった。

• メンタルヘルス対策に関する計画の策定済み団体数は、17団体で
あり、策定率は３県全体で17.0％であった。
（R４アンケート調査結果による全国の市町村（特別区除く）の策
定率は18.4％）

・現地開催３県（秋田県、兵庫県、高知県）の市町村（計100団体）の首長部局を対象に、令和５年８月１日時点の状況を調査。
・「計画」とは、名称を問わず、メンタルヘルス対策に関する計画や対応方針のことを指す。
・グラフ内のラベルは「割合（回答数）」を示す。

※相談先問わず、複数回答可※複数回答可

資資料料４４

1177..00%% (17) 8833..00%% (83)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

３県計 n=100

策定済 策定していない

8888..22%% (15) 1111..88%% (2)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

３県計 n=17

安全衛生担当課・人事担当課が中心となって策定した。

上記以外の部署も連携し全庁的な体制で策定した。

8822..44%% (14)

00..00%% (0)

1177..66%% (3)

55..99%% (1)

1111..88%% (2)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

産業医、保健師などの職場内産業

保健スタッフ

EAP（職場外資源によるケア）

近隣の地方公共団体

医療機関

その他
３県計 n=17

「職場内産業保健スタッフ」への
相談内容としては、
・「計画に盛り込む内容」(11団体)
・「推進体制」(9団体) など

5522..99%% (9)

6644..77%% (11)

1177..66%% (3)

55..99%% (1)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

メンタルヘルス対策の推進体制

計画に盛り込むべき内容

取組の事例

その他

３県計 n=17

【計画を策定することとなった理由（経緯等）】 【計画の活用状況】

【計画を策定したことによって生じた効果や課題、悩み、変化】

図５ 図６

図７

2

• 計画策定のきっかけとして、「厚労省の指針」(7団体)との回答が最も多かった。
• 中には、「地域の特有の事情（メンタルヘルス不調者の増加）」がきっかけである
と回答する団体もあった。

• 計画の策定による変化等について、「関係者の連携が強化できた」、「メンタルヘルス不調者や休職者が減少していない」(いずれも８団体)との回答が
最も多い。

• 次いで、「全庁的な認知度があがっていない」(6団体)、「定期的な見直しが行えるようになった」(5団体)、「管理監督者の意識変化」(4団体)との回
答が続いた。

• 計画策定後の活用状況としては、「庁内での周知・啓発
での活用」(13団体)、「研修で活用」(9団体)との回答
が多かった。

• 上記の回答に加え、自由記載として、「安全衛生委員
会でメンタルヘルスケアの実績報告、階層別研修等で説
明」、「新人職員研修等で周知」などの回答があった。

※複数回答可 ※複数回答可

※複数回答可

2233..55%% (4)

4411..22%% (7)

00..00%% (0)

2233..55%% (4)

1177..66%% (3)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ストレスチェックの制度化をきっかけに計画を

策定

厚生労働省による「労働者の心の健康の保持

増進のための指針」をきっかけに計画を策定

総務省研究会報告書や助言通知、計画例の

内容をきっかけに計画を策定

地域の特有の事情（メンタルヘルス不調者の

増加、大規模災害、近隣自治体が策定など）に

より計画を策定

その他
３県計 n=17

2233..55%% (4)

5522..99%% (9)

1111..88%% (2)

7766..55%% (13)

00..00%% (0)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全庁的な会議等での活用

研修での活用

職場内でのミーティングで活用

庁内の周知・啓発での活用

その他
３県計 n=17

4477..11%% (8)

1177..66%% (3)

2233..55%% (4)

00..00%% (0)

55..99%% (1)

2299..44%% (5)

3355..33%% (6)

1177..66%% (3)

4477..11%% (8)

00..00%% (0)

55..99%% (1)

55..99%% (1)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

職員本人、管理監督者、職場内産業保健スタッフ等の関係者の連携が強化できた

職員が積極的に職場内産業保健スタッフ等に相談するようになった

管理監督者のメンタルヘルス対策に対する意識が変化した

メンタルヘルス不調者や休職者が減少傾向になった

他の地方公共団体や職場外医療機関等との連携が強化できた

定期的に取組の見直しが行われるようになった

全庁的に計画の認知度があがっていない

計画の定期的な見直しが行えず、実態に即していない

メンタルヘルス不調者や休職者が減少していない

議会や財政当局から計画策定効果を求められて困っている

その他

特になし３県計 n=17
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参考資料（調査）
現地開催事前アンケート調査結果

【計画の策定予定の有無】 【計画の策定予定時期】
図８：図１で「策定していない」と回答した団体 図９～10：図８で「策定する予定がある」と回答した団体

【計画策定についての考え、状況】

図８ 図９

図10

3

• 計画未策定団体数は、83団体(83.0％)であり、そのうちの
33.7％が、今後「策定予定あり」(28団体)との回答であった。

• 「策定予定あり」と回答した団体は、「不調者・休務者が多い・増加している」(15団体)、「不調者・休務者発生のたびに対応方法を検討」(9団体)
などの理由から計画の策定が必要とする一方で、「専門知識を持つ職員不足」(9団体)、「人員・予算の確保困難」(8団体)などの理由から策定に
苦慮していると回答する団体もあった。

• 計画について、「策定予定あり」と回答した団体のほとんど(89.3％)
が「策定時期未定」(25団体)と回答。

※複数回答可

3333..77%% (28)

3388..55%% (15)

2299..55%% (13)

6666..33%% (55)

6611..55%% (24)

7700..55%% (31)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計 n=83

市 n=39

町村 n=44

策定する予定がある 策定する予定はない

1100..77%% (3)

66..77%% (1)

1155..44%% (2)

8899..33%% (25)

9933..33%% (14)

8844..66%% (11)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計 n=28

市 n=15

町村 n=13

令和６年度 時期未定

5533..66%% (15)

3322..11%% (9)

1100..77%% (3)

1100..77%% (3)

2288..66%% (8)

3322..11%% (9)

77..11%% (2)

1100..77%% (3)

6600..00%% (9)

3333..33%% (5)

2200..00%% (3)

00..00%% (0)

4466..77%% (7)

4400..00%% (6)

66..77%% (1)

1133..33%% (2)

4466..22%% (6)

3300..88%% (4)

00..00%% (0)

2233..11%% (3)

77..77%% (1)

2233..11%% (3)

77..77%% (1)

77..77%% (1)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

不調者・休務者が多いまたは増加しているため、計画の策定が必要

あらかじめ定めた方針がないため、不調者・休務者が発生するたびに対応方法を検討

しており、計画の策定が必要

各部署で不調者や休職者に対応しており、対応にばらつきがあるため、計画の策定が

必要

今までの取組では不十分なため、計画の策定が必要

計画を策定したいが、人員・予算の確保が困難なため、計画の策定に苦慮

計画を策定したいが、専門の知識を有する職員が不足しているため、計画の策定に苦

慮

活用できる資源（EAP、医療機関 等）が不足しているため、計画の策定に苦慮

その他
合計 n=28 市 n=15 町村 n=13

【計画の策定が不要だと考える理由】
図11：図８で「策定する予定はない」と回答した団体

図11

1

図12
【一次・二次・三次予防におけるメンタルヘルスの取組状況】

以降、全団体共通

• 未策定団体(83団体)の66.3%が「策定予定なし」(55団
体)と回答（図８）。

• その理由として、「人員・予算の確保が困難」(19団体)との
回答が最も多く、自由記載で「策定手順がわからない、策定
のためのノウハウ・専門知識がない」(5団体)との回答があり、
計画策定に対して一定のハードルを感じている様子が伺える。

• 「現在の取組で十分機能している」(18団体)との回答も、上
記に次いで多い。

• 各予防段階別の全ての段階で取組を実施している団体数は、87団体(87.0％)で
あった。

• また、取組内容（項目数ベース）で見ると、「一次予防」「三次予防」に比べて「二次
予防」の取組が少ない傾向にある。

※ 表①中の「各予防段階」の「取組内容」については、次頁以降の図13①～⑨､図
14①～⑧､図15①～⑧を参照。（本表は図13～15を再集計したもの）

※表②の分母は、例えば「一次予防」の場合、図13の①～⑨の９項目のこと。

※複数回答可

1100..99%% (6)

3344..55%% (19)

3322..77%% (18)

99..11%% (5)

1144..55%% (8)

1144..55%% (8)

44..22%% (1)

1166..77%% (4)

3377..55%% (9)

1166..77%% (4)

1166..77%% (4)

2200..88%% (5)

1166..11%% (5)

4488..44%% (15)

2299..00%% (9)

33..22%% (1)

1122..99%% (4)

99..77%% (3)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

不調者・休務者が少ない

人員・予算の確保が困難

現在の取組で十分機能している

計画を策定しても効果が見込めない

その他

特になし

合計 n=55

市 n=24

町村 n=31

自由記載で
「策定手順がわからない、
策定のためのノウハウ・専門知識がない」
(5団体) との回答あり

①取組内容の選択状況

各予防段階で取組内容を１つ以上選択した団体数 一次・二次・三次の各予防段階
全てで取組内容を１つ以上

選択した団体数

一次・二次・三次の予防段階のうち、
一部の段階で取組がない又は

特になしを選択した団体数一次予防 二次予防 三次予防

9988団団体体 9955団団体体 9911団団体体 8877団団体体 1133団団体体

9988..00%% 9955..00%% 9911..00%% 8877..00%% 1133..00%%

②取組内容の選択数の平均

一次予防 二次予防 三次予防

33..66//99  項項目目 22..55//88  項項目目 33..22//88  項項目目
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【現在のメンタルヘルス対策に関する取組内容（一次予防）】
図13

図13-2

【図13】
• 【一次予防】の取組として、「長時間勤務者の
把握と産業医の面接指導等実施」(67団体)、
「ストレスチェックの集団分析結果を活用」(67
団体)は、いずれも労働安全衛生法令に規定
のある内容であるため、実施している団体が多
い。

• その他は、「職員本人向け研修」(66団体)、
「管理監督者向け研修」(62団体)、「職場等
掲示、ポータルサイト掲載等による情報提供」
(43団体)、「職場巡視による職場環境の把
握・評価」(38団体)など実施。

• 二次予防(図14)及び三次予防(図15)と比較
すると、「一次予防」に取り組む団体が多い、と
いう傾向が見られる。

【図13-2】
• クロス集計を見ると、（休務者の割合別では顕
著な差はないが）、職員数別及び計画策定状
況別では、職員数が多い区分ほど多くの取組を
実施、計画策定済み団体の方が多くの取組を
実施、という傾向が見られる。

※複数回答可

【図13 メンタルヘルス対策に関する取組内容（一次予防）と休務者率/職員数/計画策定状況とのクロス集計】

合計

①首長が方針
を表明

②情報提
供

③各種研修等
（職員）

④各種研修等
（管理監督者）

⑤ストレス
チェックの集
団分析・活用

⑥長時間勤務者の
把握と産業医の面
接指導等

⑦職場巡視に
よる職場環境
の把握・評価

⑧職場環境改
善計画の作
成・実施

⑨その他
⑩特にな
し

全体
100 8 43 66 62 67 67 38 9 2 2

100.0 8.0 43.0 66.0 62.0 67.0 67.0 38.0 9.0 2.0 2.0

勤務条件等調査
のメンタル不調
による休務者の

割合 ※1

1.2％(平均)以下
47 3 19 27 27 29 33 16 2 0 2

100.0 6.4 40.4 57.4 57.4 61.7 70.2 34.0 4.3 0.0 4.3

1.3～2.0％
28 3 11 19 20 21 21 12 3 1 0

100.0 10.7 39.3 67.9 71.4 75.0 75.0 42.9 10.7 3.6 0.0

2.1％以上
25 2 13 20 15 17 13 10 4 1 0

100.0 8.0 52.0 80.0 60.0 68.0 52.0 40.0 16.0 4.0 0.0

職員数 ※2

501人以上
15 4 13 14 14 13 15 12 4 0 0

100.0 26.7 86.7 93.3 93.3 86.7 100.0 80.0 26.7 0.0 0.0

100人～500人
55 3 20 38 37 39 41 22 5 1 0

100.0 5.5 36.4 69.1 67.3 70.9 74.5 40.0 9.1 1.8 0.0

100人未満
30 1 10 14 11 15 11 4 0 1 2

100.0 3.3 33.3 46.7 36.7 50.0 36.7 13.3 0.0 3.3 6.7

計画の策定状況
※3

策定済
17 4 13 15 15 13 17 13 5 0 0

100.0 23.5 76.5 88.2 88.2 76.5 100.0 76.5 29.4 0.0 0.0

策定する予定が
ある

28 2 11 17 16 20 20 8 2 1 0

100.0 7.1 39.3 60.7 57.1 71.4 71.4 28.6 7.1 3.6 0.0

策定する予定は
ない

55 2 19 34 31 34 30 17 2 1 2

100.0 3.6 34.5 61.8 56.4 61.8 54.5 30.9 3.6 1.8 3.6

※複数回答可
※1 「令和３年度地方公共団体

の勤務条件等調査」におけ
る地方公共団体ごとのメン
タルヘルス不調による休務
者の割合をもとに、地方公
共団体を３区分に分けてク
ロス集計（全国平均1.2％）

※2 「令和４年度地方公共団体
定員管理調査」における一
般行政部門職員数をもとに、
地方公共団体を３区分に分
けてクロス集計

※3 図１及び図８をもとに、地
方公共団体を分けてクロス
集計

※4 図13-2①～⑩は、図13の①
～⑩に対応している。

※5 図13-2において、割合が
50％以上の箇所を着色してい
る。

（上記の※1～※5は図14-2及び
図15-2においても同様。）

88..00%% （8）

4433..00%% （43)

6666..00%% （66)

6622..00%% （62)

6677..00%% （67)

6677..00%% （67)

3388..00%% （38)

99..00%% （9)

22..00%% （2)

22..00%% （2)

1111..33%% （6)

4477..22%% （25)

7733..66%% （39)

7755..55%% （40)

7733..66%% （39)

8811..11%% （43)

5544..77%% （29)

1111..33%% （6)

11..99%% （1)

00..00%% （0)

44..33%% （2)

3388..33%% （18)

5577..44%% （27)

4466..88%% （22)

5599..66%% （28)

5511..11%% （24)

1199..11%% （9)

66..44%% （3)

22..11%% （1)

44..33%% （2)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①メンタルヘルス対策について、トップのリーダーシッ

プが重要と考え、首長が積極的に取り組む方針を表明

②メンタルヘルスケアに関する情報提供（職場等掲

示、ポータルサイト掲載等）

③各種研修等によるメンタルヘルス教育（職員本人向

け）

④各種研修等によるメンタルヘルス教育（管理監督者

向け）

⑤ストレスチェックの集団分析結果を活用した職場環

境改善等

⑥長時間勤務者の把握と産業医の面接指導等実施

⑦職場巡視による職場環境の把握・評価の実施

⑧職場巡視等の結果を踏まえた職場環境改善計画の

作成・実施

⑨その他

⑩特になし

合計 n=100

市 n=53

町村 n=47

※図中の上段の数値は回答数、下段の数値は割合

【現在のメンタルヘルス対策に関する取組内容（二次予防）】
図14

6

図14-2

【図14】
• 【二次予防】の取組として、「職場内の相
談窓口の整備」(57団体)が最も多く、
次いで「自発的な相談窓口の利用を促
す周知」(42団体)､「職場外の相談窓
口の整備」(40団体)、「管理監督者に
よる職場対応に係る周知・啓発」(37団
体)など実施。

• 一次予防(図13)及び三次予防(図15)
と比較すると、「二次予防」に取り組む団
体は少ない、という傾向が見られる。

【図14-2】
• クロス集計を見ると、休務者率が高い区
分の団体は「職場内の相談窓口の整
備」などを実施している傾向がある。

• また、職員数別及び計画策定状況別で
は、職員数が多い区分ほど多くの取組を
実施、計画策定済み団体の方が多くの
取組を実施、という傾向が見られる。

※複数回答可

【図14 メンタルヘルス対策に関する取組内容（二次予防）と休務者率/職員数/計画策定状況とのクロス集計】

合計

①自己の不調への
気づきを促す情報
提供

②自発的な相談窓
口の利用を促す周
知

③相談窓口の整備
（職場内）

④相談窓口の整備
（職場外）

⑤管理監督者によ
る不調者の早期発
見と対応の周知等

⑥同僚等による不
調者の早期発見と
対応の周知等

⑦主治医との連携
による早期受診・
治療

⑧その他 ⑨特になし

全体
100 34 42 57 40 37 26 13 4 2

100.0 34.0 42.0 57.0 40.0 37.0 26.0 13.0 4.0 2.0

勤務条件等調査の
メンタル不調によ
る休務者の割合

1.2％(平均)以下
47 13 14 21 15 18 10 4 3 2

100.0 27.7 29.8 44.7 31.9 38.3 21.3 8.5 6.4 4.3

1.3～2.0％
28 13 14 19 15 11 8 5 1 0

100.0 46.4 50.0 67.9 53.6 39.3 28.6 17.9 3.6 0.0

2.1％以上
25 8 14 17 10 8 8 4 0 0

100.0 32.0 56.0 68.0 40.0 32.0 32.0 16.0 0.0 0.0

職員数

501人以上
15 14 12 12 12 11 8 5 1 0

100.0 93.3 80.0 80.0 80.0 73.3 53.3 33.3 6.7 0.0

100人～500人
55 17 23 35 21 22 12 6 1 0

100.0 30.9 41.8 63.6 38.2 40.0 21.8 10.9 1.8 0.0

100人未満
30 3 7 10 7 4 6 2 2 2

100.0 10.0 23.3 33.3 23.3 13.3 20.0 6.7 6.7 6.7

計画の策定状況

策定済
17 12 17 16 14 12 7 5 1 0

100.0 70.6 100.0 94.1 82.4 70.6 41.2 29.4 5.9 0.0

策定する予定がある
28 5 11 12 8 9 9 1 1 0

100.0 17.9 39.3 42.9 28.6 32.1 32.1 3.6 3.6 0.0

策定する予定はない
55 17 14 29 18 16 10 7 2 2

100.0 30.9 25.5 52.7 32.7 29.1 18.2 12.7 3.6 3.6

※複数回答可

3344..00%% (34)

4422..00%% (42)

5577..00%% (57)

4400..00%% (40)

3377..00%% (37)

2266..00%% (26)

1133..00%% (13)

44..00%% (4)

22..00%% (2)

4477..22%% (25)

5500..99%% (27)

6699..88%% (37)

4433..44%% (23)

4433..44%% (23)

2266..44%% (14)

1177..00%% (9)

33..88%% (2)

00..00%% (0)

1199..11%% (9)

3311..99%% (15)

4422..66%% (20)

3366..22%% (17)

2299..88%% (14)

2255..55%% (12)

88..55%% (4)

44..33%% (2)

44..33%% (2)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①自己の不調への気づきを促す情報提供（職場等掲

示、ポータルサイト掲載等）

②自発的な相談窓口の利用を促す周知（相談しやすい

工夫、プライバシー保護への配慮等）

③メンタルヘルス不調に係る相談窓口の整備（職場内）

④メンタルヘルス不調に係る相談窓口の整備（職場外）

⑤管理監督者による職場における不調者の早期発見と

対応に係る周知・啓発

⑥職場の同僚・メンター等による不調者の早期発見と対

応に係る周知・啓発

⑦主治医との連携による医療機関への早期受診・早期

治療の推進

⑧その他

⑨特になし

合計 n=100

市 n=53

町村 n=47

※図中の上段の数値は回答数、下段の数値は割合
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参考資料（調査）
現地開催事前アンケート調査結果

【職場内産業保健スタッフによるメンタルヘルス対策】

【職場外の産業医・臨床心理士等によるメンタルヘルス対策】

【EAP、アプリ等デジタルツールの利用状況】

図16

図17

図18

8

【図16】
• 「現状で十分」(32団体)との回答が32.0％、「改善を検討」及び
「どちらともいえない」との回答もそれぞれ3割程度。

• 町村の方が「現状で十分」と回答する傾向あり(42.6％)。

【図17】
• 「現状で十分」(37団体)との回答が37.0％(①)であり、「改善を検
討」(25団体)が25%(②)、「活用したいが近隣に活用できるものが
ない」(11団体)が11.0％であった。

• 職場外資源を「活用している」団体は62.0%(①+②)であり、町村
よりも市の方が活用率は若干高い（市69.8％、町村53.2％）。

【図18】
• 「現状で十分」は5団体(①)、「改善を検討」は3団体(②)であり、

EAP等を「利用している」団体は８団体(①+②)であって、利用して
いる団体が一部に限られた状況である。

• 「利用したいが近隣に活用できるものがない」(7団体)と回答する団
体もあった。

3322..00%% (32)

2222..66%% (12)

4422..66%% (20)

3311..00%% (31)

4433..44%% (23)

1177..00%% (8)

3377..00%% (37)

3344..00%% (18)

4400..44%% (19)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計 n=100

市 n=53

町村 n=47

現在の取組・体制で十分である 取組・体制の改善を検討したい どちらともいえない

3377..00%% (37)

3344..00%% (18)

4400..44%% (19)

2255..00%% (25)

3355..88%% (19)

1122..88%% (6)

1111..00%% (11)

99..44%% (5)

1122..88%% (6)

2277..00%% (27)

2200..88%% (11)

3344..00%% (16)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計 n=100

市 n=53

町村 n=47

現在の活用状況で十分である 活用しているが改善を検討したい

活用したいが近隣に活用できるものがない 活用していない

55..00%% (5)

55..77%% (3)

44..33%% (2)

33..00%% (3)

33..88%% (2)

22..11%% (1)

77..00%% (7)

99..44%% (5)

44..33%% (2)

8855..00%% (85)

8811..11%% (43)

8899..44%% (42)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計 n=100

市 n=53

町村 n=47

現在の利用状況で十分である 利用しているが改善を検討したい
利用したいが近隣に活用できるものがない 利用していない

【現在のメンタルヘルス対策に関する取組内容（三次予防）】
図15

7

図15-2

【図15】
• 【三次予防】の取組として、「休職中
の医療機関の受診、定期的な職場
への報告の勧奨」(57団体)、「職場
復帰時に職員、産業医等と面接」
(57団体)、「職場復帰支援プログラ
ムの作成」(54団体)、「復帰した職
員の業務面のフォローアップ」(54団
体)など実施。

【図15-2】
• クロス集計を見ると、取組内容ごとに
（休務者の割合別では顕著な差は
ないが）、職員数別及び計画策定
状況別では、職員数が多い区分ほど
多くの取組を実施、計画策定済み団
体の方が多くの取組を実施、という傾
向が見られる。

※複数回答可

【図15 メンタルヘルス対策に関する取組内容（三次予防）と休務者率/職員数/計画策定状況とのクロス集計】

合計

①休職中における
医療機関の受診、
定期的な職場への
報告の勧奨

②職場復帰支援プ
ログラムの作成

③職場復帰に際し
て、職員、産業医
等との面接の実施

④職場復帰の判断
基準の明確化

⑤職場復帰後の継
続的な治療と症状
の確認

⑥主治医との連携
（休職中、職場復
帰時等）

⑦復帰した職員の
業務面のフォロー
アップ

⑧その他 ⑨特になし

全体
100 57 54 57 18 39 35 54 1 2

100.0 57.0 54.0 57.0 18.0 39.0 35.0 54.0 1.0 2.0

勤務条件等調査の
メンタル不調によ
る休務者の割合

1.2％(平均)以下
47 21 21 24 3 15 13 24 0 2

100.0 44.7 44.7 51.1 6.4 31.9 27.7 51.1 0.0 4.3

1.3～2.0％
28 20 15 20 8 14 12 17 1 0

100.0 71.4 53.6 71.4 28.6 50.0 42.9 60.7 3.6 0.0

2.1％以上
25 16 18 13 7 10 10 13 0 0

100.0 64.0 72.0 52.0 28.0 40.0 40.0 52.0 0.0 0.0

職員数

501人以上
15 12 11 13 8 13 11 12 0 0

100.0 80.0 73.3 86.7 53.3 86.7 73.3 80.0 0.0 0.0

100人～500人
55 34 30 35 6 17 16 29 1 0

100.0 61.8 54.5 63.6 10.9 30.9 29.1 52.7 1.8 0.0

100人未満
30 11 13 9 4 9 8 13 0 2

100.0 36.7 43.3 30.0 13.3 30.0 26.7 43.3 0.0 6.7

計画の策定状況

策定済
17 15 15 15 8 13 12 11 0 0

100.0 88.2 88.2 88.2 47.1 76.5 70.6 64.7 0.0 0.0

策定する予定がある
28 17 15 10 2 9 4 16 1 0

100.0 60.7 53.6 35.7 7.1 32.1 14.3 57.1 3.6 0.0

策定する予定はない
55 25 24 32 8 17 19 27 0 2

100.0 45.5 43.6 58.2 14.5 30.9 34.5 49.1 0.0 3.6

※複数回答可

5577..00%% (57)

5544..00%% (54)

5577..00%% (57)

1188..00%% (18)

3399..00%% (39)

3355..00%% (35)

5544..00%% (54)

11..00%% (1)

22..00%% (2)

6666..00%% (35)

6622..33%% (33)

6666..00%% (35)

2222..66%% (12)

4477..22%% (25)

3355..88%% (19)

5544..77%% (29)

11..99%% (1)

00..00%% (0)

4466..88%% (22)

4444..77%% (21)

4466..88%% (22)

1122..88%% (6)

2299..88%% (14)

3344..00%% (16)

5533..22%% (25)

00..00%% (0)

44..33%% (2)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①休職中における医療機関の受診、定期的な職場への

報告の勧奨

②職場復帰支援プログラムの作成

③職場復帰に際して、職員、産業医等との面接の実施

④職場復帰の判断基準の明確化

⑤職場復帰後の継続的な治療と症状の確認

⑥主治医との連携（休職中、職場復帰時等）

⑦復帰した職員の業務面のフォローアップ

⑧その他

⑨特になし

合計 n=100

市 n=53

町村 n=47

※図中の上段の数値は回答数、下段の数値は割合
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参考資料（調査）
現地開催事前アンケート調査結果

9.0% (9)

11.0% (11)

32.0% (32)

21.0% (21)

11.0% (11)

5.0% (5)

27.0% (27)

16.0% (16)

15.1% (8)

15.1% (8)

37.7% (20)

26.4% (14)

11.3% (6)

3.8% (2)

17.0% (9)

13.2% (7)

2.1% (1)

6.4% (3)

25.5% (12)

14.9% (7)

10.6% (5)

6.4% (3)

38.3% (18)

19.1% (9)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

計画策定・改定を検討する際に､研究会報告書や助言通

知の内容が参考となった

計画策定・改定を検討する際に､計画例が参考となった

メンタルヘルス対策を検討する際に、研究会報告書や助

言通知の内容が参考となった

メンタルヘルス対策を検討する際に、計画例の内容が参

考となった

研究会報告書や助言通知の内容は見たが、あまり参考と

はならなかった

計画例の内容は見たが、あまり参考とはならなかった

研究会報告書や助言通知の内容を知らない/見ていない

計画例の内容を知らない/見ていない
合計 n=100
市 n=53
町村 n=47

【メンタルヘルスに関して、周辺の市町村や県庁との日頃の情報交換や相談等のやりとり】

【メンタルヘルス研究会報告書、総務省からの助言通知及びメンタルヘルス対策に関する計画(例)について】

図20

図21

• 周辺自治体との日頃の情報交換などの
やりとりについて、「特になし」(71団体)
が最も多く、「類似の事例の相談」(21
団体)との回答が21.0％であった。

• 【R3・R4の研究会報告書や総務省からの
助言通知】について、「計画策定・改定」(9
団体)及び「対策検討」(32団体)の際に
参考になったとの回答は合わせて41.0％で
あった。

• 一方で、「報告書や助言通知の内容を知
らない」(27団体)との回答も27.0％あった。

• 【計画（例）】について、「計画策定・改
定」(11団体)及び「対策検討」(21団体)
の際に参考になったとの回答は合わせて
32.0％であった。

• 一方で、「計画(例)の内容を知らない」
(16団体)との回答も16.0％あった。

※複数回答可

※複数回答可

1.0% (1)

21.0% (21)

1.0% (1)

7.0% (7)

71.0% (71)

1.9% (1)

18.9% (10)

0.0% (0)

11.3% (6)

69.8% (37)

0.0% (0)

23.4% (11)

2.1% (1)

2.1% (1)

72.3% (34)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

定期的に意見交換の機会を設けている

類似した事例がないか相談している

職場外資源（EAP等）の情報を共有している

その他

特になし

合計 n=100

市 n=53

町村 n=47

【メンタルヘルスに関する取組における課題】
図19

9

図19-2

【図19】
• 課題を感じている項目としては、「若年層職員」(66団体)が最
も多く66.0％、次いで「復職支援」(32団体)、「職場外資源の
活用」(24団体)との回答であった。

• 特に、市では「若年層職員」との回答が71.7％であった。

【図19-2】
• 課題について職員数とのクロス集計で見ると、どの職員数の区分
でも同様に、「若年層職員」が最も多く、次いで「復職支援」が
続く、という傾向であった。

• その他の傾向は以下のとおり。
• 「職員数501人以上」の区分では、「窓口業務」(26.7%)が復
職支援と同数であった。

• 「職員数100人～500人」の区分では、「職場外資源の活用」
(30.9％)が次いで多かった。

• 「職員数100人未満」の区分では、「窓口業務」 (23.3％)が
次いで多かった。

※複数回答可

【図19 メンタルヘルスに関する取組の課題と職員数とのクロス集計】

合計

①若年層職員に
対するメンタル
ヘルス対策

②窓口業務など
個別業務に係る
対策

③職場外資源の
活用（EAP等）

④復職支援の導
入又は強化

⑤相談先（近隣
の市区町村等）
の確保

⑥その他 ⑦特になし

全体
100 66 17 24 32 16 6 13

100.0 66.0 17.0 24.0 32.0 16.0 6.0 13.0

職員数
※1

501人以上
15 13 4 3 4 1 2 1

100.0 86.7 26.7 20.0 26.7 6.7 13.3 6.7

100人～500人
55 36 6 17 20 9 2 8

100.0 65.5 10.9 30.9 36.4 16.4 3.6 14.5

100人未満
30 17 7 4 8 6 2 4

100.0 56.7 23.3 13.3 26.7 20.0 6.7 13.3

※複数回答可

※1  「令和４年度地方公共団体定員管理調査」における一般行政部門職員数をもとに、地方公共団体を３区分に分けてクロス集計
※2 各区分で上位２位までの箇所を着色している。

6666..00%% (66)

1177..00%% (17)

2244..00%% (24)

3322..00%% (32)

1166..00%% (16)

66..00%% (6)

1133..00%% (13)

7711..77%% (38)

1155..11%% (8)

3322..11%% (17)

3322..11%% (17)

1155..11%% (8)

55..77%% (3)

1111..33%% (6)

5599..66%% (28)

1199..11%% (9)

1144..99%% (7)

3311..99%% (15)

1177..00%% (8)

66..44%% (3)

1144..99%% (7)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若年層職員に対するメンタルヘルス対策

②窓口業務など個別業務に係る対策

③職場外資源の活用（EAP等）

④復職支援の導入又は強化

⑤相談先（近隣の市区町村等）の確保

⑥その他

⑦特になし

合計 n=100

市 n=53

町村 n=47

※図中の上段の数値は回答数、下段の数値は割合
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【総務省】令和4年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果の概要

①年次有給休暇の取得状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  　P４

②育児休業等の取得状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  　P５
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参考資料（調査）
【総務省】令和4年度地方公務員の過労死等に係る公務災害認定事案に関する調査研究（概要）

令和4年度 地方公務員の過労死等に係る公務災害認定事案に関する調査研究（概要）
自治行政局公務員部

１．内 容
地方公務員災害補償基金が、平成22年１月から令和3年3月までの期間に公務上の災害と認定した事案（550件※）について、 認定理由書や裁決書等

を基に事案の収集 ・ データベース構築 ・ 集計（クロス集計）・ 分析を実施し、 地方公務員の過労死等の実態を把握。 ※ 脳・心臓疾患204件、精神疾患346件

なお、平成27年度から平成29年度までの期間に公務上の災害と認められなかった事案の収集・データベース構築を実施。

① 被災者の個人属性、被災傷病名、職員区分、職務における負荷要因などの “ データベースを構築 ”
② 認定事案を 「脳・心臓疾患」 「精神疾患・自殺」 に区分し、“ 基本集計、クロス集計を中心とした分析を実施 ”
③ 認定時の疾患名（決定時疾患名）をカテゴリ別に分類したことにより、“ 基礎情報を整理 ”

4
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39
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狭心症

心筋梗塞

心停止（心臓性突然死を含む。）

重症の不整脈（心室細動等）

肺塞栓症

大動脈瘤破裂（解離性大動脈瘤を含む。）

くも膜下出血

脳出血

脳梗塞（脳血栓症、脳塞栓症、ラクナ梗塞）

高血圧性脳症

心
・血
管
疾
患

７
４
件

脳
血
管
疾
患

１
３
０
件

脳・心臓疾患204件中、心・血管疾患は74件（36.3％）、脳血管疾患は
130件（63.7％）。男女別でみると、男性が約８割（173件、84.8％）、
女性が約２割（31件、15.2％）であった。また、女性の認定件数については、
「心・血管疾患」 は２件のみであり、残りの29件はすべて「脳血管疾患」であった。
心・血管疾患（74件）の内訳※は、
・ 心筋梗塞 25件（12.3%）
・ 心停止 19件（ 9.3%）
・ 重症の不整脈 15件（ 7.4%）
・ 大動脈瘤破裂 10件（ 4.9%）
・ 狭心症 4件（ 2.0％）
・ 肺塞栓症 1件（ 0.5％）であった。

脳血管疾患（130件）の内訳※は、
・ 脳出血 50件（24.5％）
・ くも膜下出血 47件（23.0％）
・ 脳梗塞 33件（16.2%）であり、高血圧性脳症はなかった。

図1-1 決定時疾患名の分布脳・心臓疾患

２．成 果

３．主な分析結果

■男性（173） ■女性（31） 総数（204）

※内訳における
（ ）内はすべて
総数204件に
対する割合

自治行政局公務員部
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船員

その他の職員（一般職員等）
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0 50 100 150 200

異常な出来事・突発的事態に遭遇

日常の職務に比較して特に過重な職務に

従事（長時間労働）

交替制勤務職員の深夜勤務・仮眠時間

不健康な勤務環境下

緊急呼出等公務の性質

精神的緊張を伴う職務

その他

■男性（173） ■女性（31） 総数（204）

106
件

職務従事状況別の事案数336件の主な内訳（その他を除く）は、
・ 『日常の職務に比較して特に過重な職務に従事（長時間労働）』

178件（53.0％）
・ 『精神的緊張を伴う職務』 68件（20.2％）
・ 『異常な出来事・突発的事態に遭遇』 18件（ 5.4％）

であった。

『日常の職務に比較して特に過重な職務に従事（長時間労働）』
の件数は男女ともに最も多く、男性は287件のうち148件（51.6％）、
女性は49件のうち30件（61.2％）となっている。

職員区分別の事案数（204件）の内訳は、
・ 義務教育学校職員 67件（32.8％）
・ その他の職員（一般職員等） 61件（29.9％）
・ 警察職員 36件（17.6％）
・ 義務教育学校職員以外の教育職員 29件（14.2％）
・ 消防職員 10件（ 4.9％）
・ 電気・ガス・水道事業職員 1件（ 0.5％）

であり、運輸事業職員、清掃事業職員、船員の事案はなかった。

男女別でみると、全ての職員区分で男性が大半を占めているが、
女性は31件のうち、義務教育学校職員が18件であり、女性の
事案数の半分以上を占めている。

図1-3 職務従事状況別の事案数

図1-2 職員区分別の事案数

■男性（287） ■女性（49） 総数（336）

（注）脳・心臓疾患は204件（男性173件、女性31件）であるが、１つの事案に対し、複数の職務従事状況に該当する
場合はそれぞれを１件としてカウントしているため、総数（336件）とは一致しない。

脳・心臓疾患

脳・心臓疾患
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【総務省】令和4年度地方公務員の過労死等に係る公務災害認定事案に関する調査研究（概要）
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仕事の量

勤務形態

異動
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業務執行体制

仕事の失敗

不祥事

対人関係等

住民等との関係

業務負荷が認められる出来事の該当状況529件の主な内訳は、
・ 『仕事の量』 120件（22.7％）
・ 『対人関係等』 110件（20.8％）
・ 『異常な出来事への遭遇』 87件（16.4％）
・ 『業務執行体制』 65件（12.3％）であった。
男女別でみると、男性359件のうち、『仕事の量』100件（27.9％）、
『対人関係等』71件（19.8％）、女性170件のうち、『異常な出来事への
遭遇』45件（26.5％）、『対人関係等』39件（22.9％）が多くなっている。

（自殺事案）
自殺事案は211件で、主な内訳は、『仕事の量』64件（30.3％）、
『対人関係等』39件（18.5％）、『業務執行体制』32件（15.2％）
となっている。
男女別でみると、男性は『仕事の量』が多く60件、女性は『住民等との
関係』が多く5件となっている。

図2-2 業務負荷（出来事）別の事案数
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心的外傷後ストレス障害 d

適応障害 e

身体表現性障害 f

図2-1 決定時疾患名の分布精神疾患
精神疾患346件中、気分・感情の障害は173件（50.0％）、ストレス
関連の障害は152件（43.9％）、分類できなかった事案は21件（6.1
％）。男女別でみると、男性は気分・感情の障害が多く130件、女性はス
トレス関連の障害が多く83件となっている。

細分化した疾患名のうち主なものは、うつ病エピソード（注）137件、適応
障害36件、急性ストレス反応33件、心的外傷後ストレス障害29件となっ
ている。
（注）うつ病エピソードとは、抑うつ（気分の落ち込み）の症状を示す疾患。

（自殺事案）
自殺事案は107件で、分類できなかった12件を除く95件すべてが
気分・感情の障害であり、このうち74件がうつ病エピソードであった。

主
な
内
数

■男性（199） ■女性（126） 総数（325）

■男性（359） ■女性（170） 総数（529）

精神疾患

（注）１．精神疾患346件（男217件、女129件）の内訳を示したもの。
２．（ ）内は、うち自殺事案の数。
３．a～fは、国際疾病分類（ＩＣＤ-10）コードに基づき、障害別に区分できた事案を集計。
４．a, bに区分できなかった事案34件、c～fに区分できなかった事案51件（計85件）については、
それぞれ「気分・感情の障害」、「ストレス関連の障害」に含めている。
５．いずれにも分類できなかった事案21件については、上記グラフに含めていない。

（注）１．精神疾患は346件（男217件、女129件）であるが、１つの事案に対し、複数の業務負荷（出来事）に該当する
場合はそれぞれを１件としてカウントしているため、総数（529件）とは一致しない。
２．（ ）内は、うち自殺事案の数。
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義務教育学校職員以外の教育職員：47件

警察職員：31件

消防職員：37件

電気・ガス・水道事業職員：6件

運輸事業職員：3件

清掃事業職員：3件

その他の職員(一般職員等)：183件

異常な出来事への遭遇

仕事の量

対人関係等

住民等との関係

図2-３ 職員区分別・業務負荷（出来事）別の事案数

業務負荷（出来事）別の事案数375件について、
職員区分別にクロス集計すると、それぞれ最も多いのは、

・ 義務教育学校職員
→ 『住民等との関係』 65件中25件（38.5％）

・ 義務教育学校職員以外の教育職員
→ 『仕事の量』 47件中15件（31.9％）

・ 警察職員
→ 『仕事の量』 、 『対人関係等』

31件中各13件（41.9％）
・ 消防職員
→ 『対人関係等』 37件中17件（45.9%）

・ その他の職員（一般職員等）
→ 『仕事の量』 183件中73件（39.9％）

であった。

住民等との関係

仕事の量

（注）１．精神疾患は346件であるが、１つの事案に対し、複数の業務負荷（出来事）に該当する場合は
それぞれを１件としてカウントしているため、総数（375件）とは一致しない。
２．業務負荷が認められる出来事のうち、主な４項目のみを抽出して記載している。
３．（ ）内は、うち自殺事案の数。

仕事の量

精神疾患

仕事の量

対人関係等

対人関係等
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【（一財）地方公務員安全衛生推進協会】令和4年度地方公務員健康状況等の現況の概要

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会

地地方方公公務務員員健健康康状状況況等等のの現現況況のの概概要要

【調査対象期間】 令和4年4月1日～令和5年3月31日（令和4年度）

【調査事項】 Ⅰ 健康診断等の実施状況に関する調査
Ⅱ 定期健康診断等の結果に関する調査
Ⅲ 長期病休者の状況に関する調査
Ⅳ 在職職員の死亡状況に関する調査

【対象職員数】 約80万人（主に首長部局の一般職員の約62％に相当）

【調査対象団体】 351団体

〇都道府県（47）＋指定都市（20）＝67団体
〇特別区＝23団体
〇市（Ａ）：中核市・県庁所在市及び人口30万人以上の市(指定都市を除く)＝73団体
〇市（Ｂ）：人口5～10万人の市＝94団体
〇町 村   ：人口1～2万人の町村＝94団体

※市（Ｂ）及び町村については、毎年任意に都道府県ごとに2団体抽出
※警察職員、消防職員及び教員は対象外

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会

今今回回調調査査（（令令和和４４年年度度））のの概概要要

１ 長期病休者（疾病等により休業30日以上又は1ヵ月以上の療養者）数（10万人率）
は、3,254.6人であり、令和３年度より237.0人（7.85％）増加している。

２ 「精神及び行動の障害」による長期病休者数（10万人率）は、2,142.5人であり、
令和３年度より239.2人（12.57％）増加しており、10年前(平成24年度)の約1.8倍
15年前(平成19年度)の約2.1倍である。

３ 「精神及び行動の障害」の長期病休者全体に占める割合は、65.8％であり、
引き続き増加している。

４ 在職死亡者数（10万人率）は、77.2人であり、過去10年間は100人以下で推移して
おり、近年は横ばいの傾向にある。

５ 一般定期健康診断の有所見率は、79.6％であり、令和３年度より0.7％減少し、
平成27年度以降増加していたが8年ぶりに減少に転じた。
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一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会

長長期期病病休休者者数数（（1100万万人人率率））のの推推移移
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一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会

主主なな疾疾病病分分類類別別長長期期病病休休者者率率（（1100万万人人率率））のの推推移移
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一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会

長長期期病病休休者者のの疾疾病病分分類類別別構構成成比比のの推推移移
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在在職職死死亡亡者者のの推推移移
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一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会

在在職職死死亡亡率率（（1100万万人人率率））のの推推移移（（主主なな原原因因別別））
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一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会

一一般般定定期期健健康康診診断断のの有有所所見見率率のの推推移移
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一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会

一一般般定定期期健健康康診診断断のの有有所所見見率率（（主主なな検検査査項項目目別別））
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